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  規   則   

規 則 第  ２  号   

令和 ４ 年 １ 月１７日   

 

 熊本市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則 

 

熊本市屋外広告物条例施行規則（平成８年規則第１２号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第３条第７号及び第７条第１号中「含む」を「除く」に改める。 

 別表第２条例第１０条第２項第２号（管理用広告物）に関する基準の欄中「１団」

を「一団」に改める。 

 別表第４条例第１０条第５項第１号（自家用広告物）に関する基準の欄中「１事業

所等」を「一の建築物（建築物がない場合にあっては、一団の土地）」に改める。 

 別表第６基準の欄中「１団」を「一団」に改める。 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ３  号   

令和 ４ 年 １ 月２７日   

 

 熊本市太陽光発電のための公共施設の屋根等の使用に関する条例施行規則の一部を

改正する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市太陽光発電のための公共施設の屋根等の使用に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

 

 熊本市太陽光発電のための公共施設の屋根等の使用に関する条例施行規則（平成 

２５年規則第６３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第１項中「（様式第１号）」を削り、同条第３項中「（様式第２号）」を削

る。 

 第３条第２号中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措

置法」を「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に、「第６条

第４項」を「第１０条第１項」に、「同条第５項」を「同条第２項」に改める。 

 第４条中「（様式第３号）」を削る。 

 第５条第１項中「（様式第４号）」を削り、同条第３項中「（様式第５号）」を削

る。 

 第６条第１項中「（様式第６号）」を削り、「提出する」の次に「ことにより行う」

を加え、同条第２項中「届け」を「届出」に、「提出しなければならない」を「行わ

なければならない」に改める。 

 第７条を第８条とし、第６条の次に次の１条を加える。 

 （書類の様式等） 

第７条 この規則の規定により使用する書類に記載すべき事項及びその様式は、市長

が別に定めるところによる。 

２ 前項の様式のうち市民等が作成する書類に係るものは、市のホームページへの掲
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載その他の方法により公表するものとする。 

 様式第１号から様式第６号までを削る。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第３条第２号の改正規定（「電気事

業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」を「再生可能エネル

ギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に改める部分に限る。）は、令和４年４

月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 


